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□理念 

障がいのある人が、地域の人とともに生きがいを持って

いきいきと安心して暮らすことができるまちづくり 

□施策展開の基本姿勢 

（１）人権を尊重し、社会に残る障壁を取り除く 

（２）社会や人とつながるために、一人ひとりに合った支援を充実する 

（３）自助、互助、共助、公助の連携と当事者の参画による福祉施策を展開する 

□施策の展開分野 

（１）地域づくりの推進 

（２）生活支援の充実 

（３）教育・余暇の充実 

（４）就労・経済的自立の支援 

（５）快適にくらせるまちづくりの推進 

（６）安全安心の推進 

□基本構想 

「いつまでも住み続けたいウェルネス都市 加古川」 

□施策の大綱 

①「安心して暮らせるまちをめざして」（５つの基本目標） 

（１）「ともに支えあう福祉社会を実現する 

※ウェルネス 

 単に運動や栄養だけでなく、幅広く生きがい、人間関係、生活環境などの要素を

バランスよく保ち、より積極的で創造的なライフスタイルを目指す行動様式 

（平成 12 年ウェルネス都市宣言）


